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議案第７号   平成２８年度四日市市一般会計及び        

各特別会計等の決算認定について       から 

議案第２２号 市道路線の認定について           まで 

        並びに 

報告第７号  市長専決処分事項の報告について       及び 

報告第８号  議決事件に該当しない契約について  

 

ただいま上程されました議案及び報告についてご説明申し上げま

す。 

議案第７号は、平成２８年度四日市市一般会計及び各特別会計等の

決算認定についてであります。  

平成２８年度の我が国の経済は、雇用・所得環境が改善し、緩やか

な回復基調が続いたものの、年度前半に英国のＥＵ離脱による影響で

リスク回避の動きが広がったほか、国内の個人消費や民間設備投資が

所得・収益の伸びと比べて力強さを欠いた結果、国内総生産の実質成

長率は１．３％と、政府の経済見通しの１．７％を下回りました。  

こうした状況のもと、本市の平成２８年度一般会計決算は、歳入総

額が前年度と比較して９．４％の減で１１０２億３１４１万３７１６

円、歳出総額が前年度と比較して９．３％の減で、１０７６億４０３

４万１０１５円となりました。  

歳入におきましては、主な構成比が、市税が５８．０％、次いで国

庫支出金１３．７％、県支出金５．８％などとなっております。  

市税は、法人市民税が国税の地方法人税創設に伴う税率引き下げ等

により減収となりましたが、個人市民税が給与所得者の納税義務者数

の増加などによって増収となり、償却資産に係る固定資産税が新たな

大規模投資によって増収となりました。その結果、市税全体では６３

９億１９６８万３３１５円と、前年度と比較して２．２％の増で、過
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去最高の決算額となりました。  

また、国庫支出金は、四日市市クリーンセンターの整備完了に伴い、

循環型社会形成推進交付金の交付が平成２７年度に終了したことか

ら２２．１％の減となったほか、市債は、ごみ処理施設整備事業資金

の減や臨時財政対策債の発行抑制などにより、５７．８％の減となり

ました。 

歳入のうち、収入未済額につきましては、平成２８年度中に不納欠

損処分に付した１億５２５４万３０３９円を除き、市税その他を合計

して１９億７２３４万４２３１円となり、前年度に比べ、２億６００

１万９３８５円の減となりました。  

また、平成２８年度の市税収納率は、過去３０年で最高であった前

年度をさらに上回る９７．６％となっており、今後も収入未済額の削

減と収納率の向上に引き続き努力してまいります。  

次に、歳出におきまして、目的別の主な構成比は、民生費が３７．

２％を占め、次いで土木費１４．９％、総務費１２．６％、教育費９．

４％と続いており、また、性質別の主な構成比は、扶助費が２３．０％、

人件費が１５．５％、公債費が８．７％となっており、これらの義務

的経費は全体の４７．１％を占めているほか、普通建設事業費が１０．

７％となっております。  

前年度と比較しますと、扶助費は、年金生活者等支援臨時福祉給付

金給付事業費、障害児通所事業費、地域型保育事業費などが増えてお

り、６．６％の増となりました。 

維持補修費は、アセットマネジメントに係る幼稚園整備事業費や保

育所整備事業費などが増えており、１４．２％の増となりました。 

また、普通建設事業費は、四日市市クリーンセンターの整備が完了

したことなどから前年度と比較して４９．５％の減となっております

が、平成２８年度には、道路、河川、公園等の整備に加え、三浜文化
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会館、橋北交流会館、笹川中学校改築、国体関連施設等の整備を行い

ました。 

以上の結果、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支額は、

２５億９１０７万２７０１円となり、これから事業繰越のため翌年度

へ繰り越すべき財源１０億２６３４万２５３６円を差し引いた実質

収支額は、１５億６４７３万１６５円となり、前年度と比較して９億

７０２９万８２９４円減少しました。  

翌年度への繰越額は、年度内に事業完了が見込めないものに加え、

内部・八王子線運行事業費や臨時福祉給付金給付事業費等の国の経済

対策分を繰越したもので、合わせて３９件で３９億３０８４万５４８

１円であります。 

次に、特別会計の決算状況につきましては、全ての特別会計で歳入

歳出差引剰余金が生じており、その内訳は、競輪事業特別会計で１０

億６１８８万２７４５円、国民健康保険特別会計で１９億１２４４万

４８４７円、介護保険特別会計で２２億３１７５万５６５７円などと

なっております。 

以上のとおり、平成２８年度の一般会計、各特別会計及び桜財産区

を合計した決算額は、歳入総額１９２９億４７９３万９４５１円、歳

出総額１８４５億５４３４万５５６３円となりました。  

形式収支の総額は８３億９３５９万３８８８円で、事業繰越しによ

る翌年度へ繰り越すべき財源１０億２６３４万２５３６円を控除し

た実質収支の総額は７３億６７２５万１３５２円となり、前年度と比

較して３億２６８１万５５８０円の増となりました。 

ここで本市における平成２８年度の財政状況について若干ご説明

申し上げます。 

まず、財政構造の弾力性を示す経常収支比率につきましては、市税

の増などにより経常的に収入される一般財源の総額が増加したもの
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の、扶助費などの増により経常経費に充当する一般財源も増加したこ

とから、普通会計で８８．４％となり、前年度と比較しますと、２．

８ポイント増加し、やや硬直化しております。  

平成２７年度における中核市の平均が８９．５％、施行時特例市の

平均が９０．１％となっている中では、本市は良好な水準にあります

が、扶助費の増加に伴う財政構造の硬直化には今後も注視していく必

要があります。 

また、平成２８年度末の市債残高は、交付税措置のない市債や臨時

財政対策債の発行を抑制したことなどから、一般会計で前年度より４

９億円減少して６７８億円となり、また、特別会計及び企業会計を含

めた市債残高も前年度より７８億円減少して１７９４億円となりま

した。 

平成２８年度末の基金残高は、一般会計で前年度より６億円増加し

て２８３億円となり、また、特別会計を含めた基金残高も前年度より

１０億円増加して３６４億円となりました。  

次に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全

化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率は「赤

字なし」となり、実質公債費比率は８．７％，将来負担比率は３６．

７％と、それぞれ前年度から改善しており、全ての比率が財政再生基

準以内となりました。  

しかしながら、本市の実質公債費比率８．７％につきましては、平

成２７年度における中核市の平均が６．７％、施行時特例市の平均が

７．４％となっており、依然として高い水準であることから、今後も

市債発行の抑制など、財政健全化に向けた取り組みを続けていく必要

があります。 

また、公営企業の経営健全化を判断する資金不足比率につきまして

は、水道事業、市立四日市病院事業、下水道事業、地方公営企業法非
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適用の食肉センター食肉市場、農業集落排水事業、いずれの会計にお

いても資金剰余の状況であり、引き続き経営健全化基準以内となって

おります。 

以上が、平成２８年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算の

概要であります。 

さて、現下の我が国の経済につきまして、７月の月例経済報告では、

「景気は、緩やかに回復基調が続いて」おり、先行きについても「雇

用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やか

に回復していくことが期待される」と見込まれております。  

このような経済情勢のもと、本市においては、少子高齢化に伴う扶

助費の増加や公共施設等の維持補修費の増大などにより経常経費が

膨らむ傾向にあるほか、国体関連施設等の整備によって普通建設事業

費が大幅に増加する見通しとなっています。  

今後も、税収の一時的な増加に頼ることなく、経常経費の伸びを厳

しく抑制しながら、財政構造の硬直化を防ぐとともに、費用対効果の

観点から、本市の将来にとって真に必要な事業を着実に実施し、将来

に渡り持続可能な財政運営を行っていくことが重要であると考えて

おりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

つづきまして、補正予算案について、ご説明を申し上げます。  

議案第１２号は、本市一般会計補正予算第３号案であります。 

今回の補正の主な内容は、一般会計において、国の補助制度改正に

伴う学童保育事業費や、国道２３号霞ヶ浦南交差点の横断歩道橋設置

に向けた交通安全施設整備単独事業費の増額補正を行うもので、歳入

歳出予算の補正のほか、債務負担行為の補正を行おうとするものであ

ります。 

歳入歳出予算につきましては、９５５３万６０００円の増額で、補
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正後の予算額は、１０８７億４６３５万円となります。 

以下、各款にわたり、主な内容についてご説明申し上げます。  

第３款 民生費は、学童保育事業費の増額補正であります。  

第８款 土木費は、交通安全施設整備単独事業費の増額補正であり

ます。 

以上、歳出の概要をご説明申し上げましたが、歳入につきましては、

国の交付決定に伴い、普通交付税や地方特例交付金の増額補正を行う

ほか、国庫支出金などの歳出各款に関する特定財源を補正し、財政調

整基金繰入金の減額によって、収支の均衡を図っております。 

また、債務負担行為につきましては、四日市公害と環境未来館にお

ける環境学習事業等運営業務委託費や、海蔵小学校の改築に伴う仮設

校舎に係る海蔵小学校施設整備費を追加しております。  

議案第１３号及び議案第１４号は、特別会計及び企業会計の補正予

算案であり、以下、主な内容についてご説明申し上げます。  

国民健康保険特別会計は、退職者医療療養給付費等交付金の過年度

超過交付分を返還するため、過年度国庫支出金等返還金の増額補正を

行うものです。 

下水道事業会計は、東芝メモリ株式会社四日市工場の増設に伴い、

本市に移管される工場排水のゲート設備等について維持管理に要す

る経費の増額補正を行うものです。 

 

つづきまして、条例その他の議案等についてご説明申し上げます。 

 議案第１５号 市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の

一部改正に伴い、関係する規定を整備しようとするものであります。 

 議案第１６号 公共下水道条例の一部改正につきましては、下水道

事業の継続的で健全な事業運営を図るため、下水道使用料を改定しよ

うとするものであります。  
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 議案第１７号 工事請負契約の締結につきましては、中央緑地新体

育館建設工事について、請負契約を締結しようとするものです。  

 議案第１８号から議案第２０号までは、いずれも動産の取得議案で

ありまして、消防ポンプ自動車１台、救助工作車１台、高規格救急自

動車３台をそれぞれ取得しようとするものであります。  

 議案第２１号 物損事故に関する和解につきましては、本市消防車

両と相手方軽自動車との間で発生した物損事故に関し、相手方と和解

しようとするものであります。  

 議案第２２号 市道路線の認定につきましては、道路法に基づき、

開発行為等による別名９７号線ほか１４路線の認定を行おうとする

ものであります。 

 報告第７号につきましては、地方自治法第１８０条第２項の規定に

基づき、９件の専決処分事項を報告するものであります。  

報告第８号につきましては、議決事件に該当しない契約についての

報告に関する条例に基づき、３件の契約を報告するものであります。 

以上が各議案等の概要であります。  

どうかよろしくご審議いただき、認定及び議決賜りますようお願い

申し上げます。 



 - 8 - 

〔上下水道事業管理者説明〕  

 

議案第８号平成２８年度四日市市水道事業における利益の処分及

び決算認定についてご説明申し上げます。  

決算報告書の収入及び支出につきまして、収益的収入の決算額は  

８１億８２９１万５１０７円、収益的支出の決算額は６５億８３３２

万５３７０円となりました。  

資本的収入の決算額は３億２６７８万３８０４円、資本的支出の決

算額は３５億１９４３万３４５１円となり、資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額３１億９２６４万９６４７円は、減債積立金、

過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額並びに当年度分損益勘定留保資金で補填しました。  

損益計算書につきましては、収益７６億１８６９万４０８８円、費

用６２億４１０万９４７５円となり、差し引き１４億１４５８万  

４６１３円の当年度純利益が生じました。  

剰余金計算書の資本剰余金につきましては、当年度において発生し

なかったことから、当年度末残高は９６５２万３２３円となりました。 

利益剰余金は、当年度純利益の１４億１４５８万４６１３円のほか

減債積立金を取り崩した９億２３５４万５０７７円を合わせた２３

億３８１２万９６９０円が未処分利益剰余金となりました。  

この未処分利益剰余金につきましては、剰余金処分計算書（案）に

おいて、当年度純利益の未処分利益剰余金１４億１４５８万４６１３

円のうち、９億４１７７万５７５８円を企業債の償還に充てるため、

減債積立金に積み立て、残額４億７２８０万８８５５円を建設改良積

立金に積み立てるものであります。  

また、減債積立金を取り崩した９億２３５４万５０７７円を資本金

に組み入れることにつきまして議決をお願いするものであります。  
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貸借対照表につきましては、資産総額４４７億４５５２万８４０２

円、負債総額２２６億９７１１万２４１９円、資本総額２２０億  

４８４１万５９８３円となりました。  

経営状況につきましては、費用は増加したものの節水機器の普及や

節水意識の高まりの影響により平成１８年度以降減少傾向にあった

給水収益が増加となったことなどから、純利益は増益となりました。 

主な事業といたしましては、第２期水道施設整備計画に基づき、朝

明水源地において高度浄水処理施設である除マンガン施設の整備に

着手しました。また、基幹管路及び施設の耐震化、経年管の布設替及

び経年施設の更新を実施するとともに、水源を確保するため、取水能

力が低下してきている朝明２号井の更新工事にも着手しました。  

今後も引き続き、水道施設の更新や耐震化等の建設投資の増加が見

込まれますが、健全経営を維持しながら、安全で良質な水道水の安定

供給に一層努めてまいります。  

 

続きまして、議案第１０号平成２８年度四日市市下水道事業におけ

る利益の処分及び決算認定についてご説明申し上げます。  

決算報告書の収入及び支出につきまして、収益的収入の決算額は  

１５１億４８７０万４８６４円、収益的支出の決算額は１３３億  

２４５３万３００７円となりました。  

資本的収入の決算額は５７億８７７６万７４７９円、資本的支出の

決算額は１１６億１５９８万９８８１円となり、資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額５８億２８２２万２４０２円につきま

しては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額並びに当年度分損益勘定留保資金で

補填しました。 

損益計算書につきましては、収益１４７億８１７９万２９４０円、
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費用１３２億２０９万６６７０円となり、差し引き１５億７９６９万

６２７０円の当年度純利益が生じました。  

剰余金計算書の資本剰余金につきましては、当年度において発生し

なかったことから、当年度末残高は２１億２２５５万３４７９円とな

りました。 

利益剰余金は、当年度純利益の１５億７９６９万６２７０円のほか

減債積立金を取り崩した１３億４１３８万１１９０円を合わせた  

２９億２１０７万７４６０円が未処分利益剰余金となりました。  

この未処分利益剰余金につきましては、剰余金処分計算書（案）に

おいて、当年度純利益の未処分利益剰余金１５億７９６９万６２７０

円の全額を企業債の償還に充てるため減債積立金に積み立てるもの

であります。 

また、減債積立金を取り崩した１３億４１３８万１１９０円を資本

金に組み入れることにつきまして議決をお願いするものであります。 

貸借対照表につきましては、資産総額２３４３億７０８１万  

１７８２円、負債総額１７８８億８３５２万１２円、資本総額５５４

億８７２９万１７７０円となりました。 

経営状況につきましては、収入面では下水道使用料は、水洗化人口

は毎年増加するものの、節水機器の普及などによる影響から戸当たり

使用水量が減少し微増にとどまりましたが、長期前受金戻入が増加し

たことから大幅な増収となりました。費用面では日永浄化センター第

４系統を平成２８年４月から供用開始したことに伴い減価償却費が

増加したものの、企業債利息及び資産減耗費などが減少したことから、

純利益は前年度より増加となりました。  

主な事業といたしましては、汚水事業につきまして未普及対策とし

て汚水管整備を進めた結果、処理区域内人口は前年度に比べ、１７５

３人増加し２３万６９２９人となり、人口普及率は７６．０％となり
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ました。また、日永浄化センターの設備更新事業として、汚泥脱臭設

備工事や焼却炉の集塵機設備工事などを行いました。  

雨水事業につきましては、新南五味塚ポンプ場及び吉崎ポンプ場に

おいて、昨年度の下部土木工事に引き続き上部の建築工事等に着手し

ました。また、浜田通り貯留管整備事業についても測量と地質調査を

実施し進捗を図りました。  

今後につきましても、市街化区域の下水道整備概成を平成３７年度

末目標として未普及地域の解消を図るとともに、下水道施設の長寿命

化・耐震化を着実に進めてまいります。  

以上が水道事業及び下水道事業の決算の概要であります。  

人口減少や節水型社会の進展など、水需要の増加が見込めない経営

環境は、さらに厳しさを増すものと思われますが、安心・安全な水を

安定的に供給すること、また公共用水域の水質保全に努め、市民生活

や都市活動を支える重要なライフラインとしての上下水道事業が将

来にわたって継続できるよう、上下水道事業全体を一体として管理し

ながら、経営改善・合理化を着実に進めることで、健全経営に取り組

んでまいる所存であります。  



 - 12 - 

〔病院事業管理者説明〕  

 

議案第９号 平成２８年度市立四日市病院事業決算認定について

ご説明申し上げます。  

決算報告書の収入及び支出につきまして、収益的収入の決算額は、

２０８億９３０９万７８４６円、収益的支出の決算額は、２０４億３

５２１万８３７４円となりました。 

資本的収入の決算額は、１９億５５６４万７２４６円、資本的支出

の決算額は、２６億３５５６万４９８１円となり、資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額、６億７９９１万７７３５円につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額で補填いたしました。 

損益計算書につきましては、収益２０８億４４２０万５３３９円、

費用２０４億８万４２０９円となり、差引き４億４４１２万１１３０

円の当年度純利益を生じました。 

剰余金計算書の利益剰余金につきましては、前年度繰越欠損金２２

億８４７６万４６２４円から当年度純利益４億４４１２万１１３０

円を差し引いた結果、１８億４０６４万３４９４円の当年度未処理欠

損金を生じました。  

欠損金処理計算書につきましては、当年度未処理欠損金１８億４０

６４万３４９４円を翌年度へ繰り越すものであります。  

貸借対照表につきましては、資産総額３２４億８９１４万７７７２

円、負債総額１８０億１１８３万７４４５円、資本総額１４４億７７

３１万３２７円となりました。 

次に平成２８年度の事業概要についてご説明いたします。平成２８

年度の延べ利用患者数につきましては、入院が１６２，８１６人、外

来が４０７，６１４人となり、前年度と比較しますと、入院で６，０
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２５人、外来で１８人それぞれ減少しました。  

入院・外来患者数ともに減少したものの診療単価の上昇により、収

益的収入では、入院収益・外来収益ともに増収となり医業収益が増加

しました。一方、収益的支出では、給与費が職員数の増や人事院勧告

に伴う給与改定などにより増加しました。材料費も抗がん剤などの高

額薬の投与増などにより増加しました。また経費も総合医療情報シス

テムの無償保守委託期間の終了などにより増加しましたが、当年度純

損益は２年連続の黒字を確保することができました。  

施設整備につきましては、高精度放射線治療棟増築工事を完了し、

平成２９年４月からの治療開始に向け装置の機器調整を行いました。

また、人工透析室、内視鏡・Ｘ線ＴＶ室の移転拡充と化学療法室の拡

張整備に向けた改修工事に着手しました。さらに、来院者の利便性向

上のため、外来患者用院外南駐車場を砂利敷きから全面アスファルト

舗装への改修工事を進めました。加えて、患者に安全、安心で高度な

医療を提供するため、心臓血管造影Ｘ線診断装置や多用途透析用監視

装置、内視鏡システムなどの整備を行いました。  

このほか地震対策として、窓ガラス飛散防止フィルム貼工事を実施

するとともに、患者満足度の向上への取組として、平成２７年度から

導入している病棟コンシェルジュを増員し病棟案内等の充実を図り

ました。その他、情報発信のための病院ホームページの充実や入退院

時の荷物運搬用カートの整備、平成２９年４月からの病院敷地内禁煙

に向けた周知などにも努めました。以上が、平成２８年度における病

院事業の概要であります。  

当院を取り巻く環境は、急性期医療、周産期医療、がん治療など高

度医療ニーズへの対応や地域医療、在宅医療への支援のほか、医師、

看護師、薬剤師等の医療従事者の確保など依然として厳しいものがあ

ります。また、高精度放射線治療棟の整備に伴う減価償却費の増加や
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今後予定される消費税率の改定など、今後も厳しい病院運営が想定さ

れます。 

このような状況のもと、平成２９年度を初年度とする第三次市立四

日市病院中期経営計画に掲げる医療機関群Ⅱ群病院の指定を今後も

堅持するため、医療機能の分化と連携を図りながら、引き続き難易度

が高い手術を行うなど高度医療や救急医療を推進するとともに、北勢

地域の中核病院として、安全、安心で良質な医療を提供し、より信頼

される病院を目指し一層努力してまいります。  

 


